
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年７月２１日 

                         運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                            委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                            委   員  山 本 哲 也 

                            委   員  石 川 敏 行 

                            委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（のり養殖施設） 

発生日時 平成２２年３月１３日（土） ２１時００分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市姫路港網干
あぼし

区南方沖 

 網干西灯台から真方位１６６°３,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４３.８′ 東経１３４°３５.７′） 

事故調査の経過  平成２２年７月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート 富吉
とみよし

丸、５.７トン 

 ２９２－３１０７６広島、株式会社松涛汽船 

 １０.７８ｍ（Lr）×２.９４ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２６４.７８kＷ、昭和５６年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和４９年１２月１６日 

  免許証交付日 平成１７年１１月１７日 

         （平成２２年１１月１６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼曲損、プロペラ軸台座部分破損 

のり養殖施設 のり網１区画（大きさ２００ｍ×２６０ｍ）損傷 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、姫路市家島の北方沖を

東北東進していたところ、夜間となって周囲が暗くなったが、左舷前方に姫

路港の灯台の灯光を認めたことから、陸岸に近づき、灯光を伝って航行すれ

ば支障なく目的地に到着できると思い、家島北東方に所在する尾崎鼻灯台を

通過したのち左転し、姫路港の灯台の灯光に向けて約１５.０ノットの対地

速力で北東進中、平成２２年３月１３日２１時００分ごろ、姫路港網干区南

方沖に設置されたのり養殖施設（以下「本件のり養殖施設」という。）に衝

突した。 

 本船は、機関が停止して再始動できなかったので、船長が携帯電話で海上

保安庁に１１８番通報して救助を要請した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約２.０m/s、視程 約１１km 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  船長は、広島県呉市で本船を購入し、呉港から阪神港神戸区まで（以下

「航行予定海域」という。）を回航していた。 

 船長は、同乗者が航行予定海域を航行した経験があると聞いていたので、
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 本船を回航するに当たり、案内を期待して同行してもらった。 

 船長は、阪神港大阪区から兵庫県東播磨港までの航行経験しかなかった

が、瀬戸内海にはのり養殖施設が多数設置されていることを聞いたことがあ

った。 

 本船は、水路図誌等を備えておらず、船長は、事前に航行予定海域の水路

調査を行っていなかった。 

 本件のり養殖施設は、姫路港網干区の南方沖に東西方向約２,６００ｍ、

南北方向約１,３００ｍの範囲で設定された「区第５２号」と称する第一種

区画漁業漁場であり、漁業権者は兵庫県知事から免許を受けていた。 

 本件のり養殖施設には、のり網が６５区画設置されており、周囲には小型

標識灯（毎４秒に１閃光、灯色黄、光達距離約５海里、海面上の高さ約３

ｍ）が３６基設置されていた。 

 船長は、本船にはＧＰＳ装置が装備されていたが、操作方法が分からなか

ったので電源を切っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、尾崎鼻灯台沖を北東進中、船長が、姫

路港の灯台の灯光に注意を向け、適切な見張りを

行っていなかったことから、本件のり養殖施設の

周囲に設置された小型標識灯の灯光に気付かずに

航行し、本件のり養殖施設に衝突したものと考え

られる。 

 船長は、瀬戸内海にはのり養殖施設が多数設置

されていることを聞いていたが、阪神港大阪区か

ら東播磨港までの航行経験しかなかったこと、及

び水路図誌等を備えず、事前に航行予定海域の水

路調査を行っていなかったことから、本件のり養

殖施設の存在を知らなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、尾崎鼻灯台沖を北東進中、船長が、適切な見張

りを行っていなかったため、本件のり養殖施設の周囲に設置された小型標識

灯の灯光に気付かずに航行し、本件のり養殖施設に衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。

 ・見張りを行う場合は、１か所に注意を向けず、周囲の見張りを行うこ

と。 

 ・初めての海域を航行する場合は、事前に水路調査を行うこと。 

 




